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高 知 県 漁 業 調 整 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 年 月 日

高 知 県 知 事 濵 田 省 司

高 知 県 規 則 第 号

高 知 県 漁 業 調 整 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

第 １ 条 高 知 県 漁 業 調 整 規 則 （ 令 和 ２ 年 高 知 県 規 則 第 73号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 50条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ る 命 令 を 受 け た 者 は 、 通 信 の 妨 害 そ の 他 の

当 該 命 令 に 係 る 電 子 機 器 の 機 能 を 損 な う 行 為 を し て は な ら な

い 。

第 58条 第 １ 項 中 「 該 当 す る 」 を 「 該 当 す る 場 合 に は 、 当 該 違

反 行 為 を し た 」 に 改 め 、 同 項 各 号 中 「 違 反 し た 者 」 を 「 違 反 し

た と き 。 」 に 改 め る 。

第 59条 中 「 違 反 し た 」 を 「 違 反 し た と き は 、 当 該 違 反 行 為 を

し た 」 に 改 め る 。

第 ２ 条 高 知 県 漁 業 調 整 規 則 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 34条 第 １ 項 の 表 中

を

に 改 め 、 (10 )の 項 を 削 り 、 (９ )の 項 を (10 )の 項 と し 、 (８ )の 項

を (９ )の 項 と し 、 (７ )の 項 を (８ )の 項 と し 、 (６ )の 項 を (７ )の

項 と し 、 同 表 (５ )の 項 中 「 (３ )及 び (４ )」 を 「 (３ )か ら (５ )ま

「

四 万 十 川 に 係 る 河 川 中

高 岡 郡 四 万 十 町 家 地 川

発 電 用 え ん 堤 上 流 端 か

ら 上 流 及 び 高 岡 郡 四 万

十 町 下 道 発 電 用 え ん 堤

上 流 端 か ら 上 流

」

「

四 万 十 川 に 係 る 河 川 中

高 岡 郡 四 万 十 町 家 地 川

発 電 用 え ん 堤 上 流 端 か

ら 上 流 及 び 高 岡 郡 四 万

十 町 下 道 発 電 用 え ん 堤

上 流 端 か ら 上 流

松 田 川 に 係 る 河 川 中 宿

毛 市 橋 上 町 坂 本 ダ ム え

ん 堤 上 流 端 か ら 上 流

」



で 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 ( ６ ) の 項 と し 、 同 表 ( ４ ) の 項 中

「 (３ )」 を 「 (３ )及 び (４ )」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 (５ )の 項 と

し 、 同 表 (３ )の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

第 34条 第 １ 項 の 表 中 (11 )の 項 を 削 り 、 (12 )の 項 を (11)の 項 と

し 、 (13 )の 項 を (12 )の 項 と し 、 (14 )の 項 を (13 )の 項 と し 、 (15 )

の 項 を (14 )の 項 と し 、 (16 )の 項 を (15 )の 項 と し 、 (17 )の 項 を

(16 )の 項 と し 、 (18 )の 項 を (17 )の 項 と し 、 (19 )の 項 を (18 )の 項

と し 、 (20 )の 項 を (19 )の 項 と し 、 (21 )の 項 を (20 )の 項 と し 、

(22 )の 項 を (21 )の 項 と し 、 (23 )の 項 を (22 )の 項 と し 、 (24 )の 項

を (23)の 項 と し 、 (25 )の 項 を (24 )の 項 と し 、 同 条 第 ３ 項 中 「 第

１ 項 の 表 の (１ )及 び (12 )か ら (24 )ま で 」 を 「 第 １ 項 の 表 の (１ )

及 び (11 )か ら (23 )ま で 」 に 改 め 、 同 条 第 ４ 項 中 「 第 １ 項 の 表 の

(１ )か ら (５ )ま で 若 し く は (７ )か ら (24 )ま で 」 を 「 第 １ 項 の 表

の (１ )か ら (６ )ま で 若 し く は (８ )か ら (23)ま で 」 に 改 め る 。

第 38条 か ら 第 40条 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

第 38条 か ら 第 40条 ま で 削 除

第 58条 第 １ 項 中 「 懲 役 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め 、 同 項 第 １ 号 中

「 第 35条 か ら 第 43条 ま で 」 を 「 第 35条 か ら 第 37条 ま で 、 第 41条

か ら 第 43条 ま で 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 令 和 ７ 年 10月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

(１ ) 第 １ 条 の 規 定 公 布 の 日

(２ ) 第 ２ 条 の 規 定 （ 第 58条 第 １ 項 の 改 正 規 定 中 「 懲 役 」 を

「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び 次 項 の 規 定 令 和 ７

年 ６ 月 １ 日

（ 経 過 措 置 ）

２ 前 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 前 に し た 行 為 に 対 す る 罰

則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に し た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い

て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

(４ ) あ ゆ （ 全

長 10セ ン チ メ

ー ト ル を 超 え

る も の に 限

る 。 ）

１ 月 31日 午 後 ５

時 か ら ５ 月 15日

午 前 ５ 時 ま で

仁 淀 川 に 係 る 河 川 中 高

岡 郡 越 知 町 桐 見 治 水 ダ

ム え ん 堤 上 流 端 か ら 上

流



規 則

◎ 高 知 県 漁 業 調 整 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則


